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(57)【要約】
【課題】本発明は、コンクリ－ト製品工場の野晒し状態のアルカリ中和状態化としたデッ
ドストックの規格外製品のリサイクル製造を特徴とする人工漁礁製品の提供。
産業廃棄物コンクリ－ト製品として処分される廃棄物の廃棄埋立場の残余年数が少なく処
分場の残余容量を圧迫している軽減を図る。
廃棄物の再資源化を積極的に行い、大量に発生するコンクリ－ト製品廃棄物を木質廃棄物
・混合物との調和のとれたゼロエミッションの有効活用の水辺環境浄化・人工漁礁の用途
開発の実施が必至である。
【解決手段】本発明は、コンクリ－ト製品廃棄物を人工漁礁構造にした二次製品の開発。
コンクリ－ト製品廃棄物に木質廃棄物・混合物との組み合わせにより水辺環境浄化・人工
漁礁開発を可能とした。
ゼロエミッションの有効活用による、汎用性の組み合わせ製造によって、有用機能を低コ
ストに適用用途に対応できる汎用進化の期待ができ得ることを特徴とする。
よって、地域の産業開発に貢献をする。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
コンクリ－ト製品産業廃棄物に内在する複合体成形製造を特徴とするゼロエミッション有
効活用の水辺環境浄化・人工漁礁システム。
【請求項２】
コンクリ－ト規格外製品産業廃棄物を有効使用した部材に木質産業廃棄物等の組み合わせ
、貫通孔成形製造を特徴とするゼロエミッションの有効活用の水辺環境浄化・人工漁礁シ
ステム。
【請求項３】
請求項１および請求項２記載の部材を汎用性に複数部材の組み合わせ構造製造を特徴とす
るゼロエミッションの有効活用の水辺環境浄化・人工漁礁システム。
【請求項４】
請求項１および請求項３の部材利用と部材空間形成創出をなした水辺環境浄化・人工漁礁
の趣旨を逸脱しない範囲の機能変更は、本発明に含まれる。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、廃棄物コンクリート製品・木質廃棄物・混合物のゼロエミッションを有効活用
し、再資源化による資源循環型社会実現とした水辺環境浄化・人工漁礁製品に関するもの
である。
【背景技術】
【０００２】
従来のコンクリ－ト製品の人工漁礁製品は、製品が新しいことから製品表面が、強アルカ
リ製品となることから魚介類・動植物の生息に有害が発生する。
しかも、現地組み立て作業構造を要していることから高コストになっている。
製品の表面アルカリ中和に至るまで養生期間経過を必要とすることからした水中の動植物
に適正環境に困難を呈している。
コンクリ－ト製品の廃棄は、産業廃棄物であることから、処分場で埋め立て処分をされて
いるが、排出量の増大から処分場の残余年数が少なくなっているのが現状である。
【０００３】
産業廃棄物処分場の新設は、開発行為、環境アセス、地元住民反対等で今後、処分場の確
保が困難であることが想定される。
【０００４】
コンクリ－ト製品の廃棄物は、工場規格外製品を含め大量に産出されているが、用途制限
から有効活用が全国的に検討されている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
本発明は、産業廃棄物処分をされているコンクリ－ト製品の廃棄物の組み合わせ加工技術
をもって、海・川・河等の水辺環境浄化・人工漁礁構築製造することで地域経済効果に有
効な技術の適用である。
【０００６】
大量のコンクリ－ト製品廃棄物処理の廃棄費用に高額処理費がかかり、事業体の経営に困
難をきたしている。
【０００７】
大量発生する産業廃棄物に加えて、コンクリ－ト製品工場の、デッドストック製品・出荷
不能のサイズミス・モメント相違・気泡多発・クラック発生・よじれ発生・角割れ・外見
不良・設計変更・売り上げ不振・事業失敗等の要因からゼロエミッションの有効活用を目
的とする。
【課題を解決するための手段】
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【０００８】
セメント製品利用の多いわが国において、本発明の技術的な新規性、汎用性、派生効果を
新たな市場創造の実用に向けて、社会的に安定したゼロエミッションの利用ができる体制
、整備をするかどうかの受容面スタンスが大きく望まれる。
コンクリ－ト製品は大量発生しているが価値が低く、しかも使用用途制限されているため
に有効活用に苦慮をしている。
本発明は、人工漁礁製品を一例として汎用性の活用をもって、これを解決する。
【０００９】
コンリ－ト製品廃棄物のゼロエミッションスタンスは、本発明においてその効果とリサイ
クルシステム効果を特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
本発明は、水辺環境問題、環境保全、資源の有効利用の意識が高まっている今日において
、コンクリ－ト製品廃棄物・規格外製品の有効利用と工場内のストックヤ－ドの軽減がで
きる。
【００１１】
本発明は、コンクリ－ト製品廃棄物を廃棄することなく、砕石ダスト・木片・樹木等の廃
棄物を組み合わせ加工、製造技術を取り組むことにより総体コストの軽減・成果を得る。
【００１２】
したがって、海・川・河・湖・池等の水流・面積によって漁礁製品の都度に質量変化・製
品の厚さ・開孔部の貫通孔等の製造可能技術によって、大量発生の廃棄物を著しく低減す
ることが出来る。
【００１３】
本発明のコンクリ－ト製品廃棄物は、長期間の野晒しからコンクリ－ト製品の表面のアル
カリ反応は中和され、有毒物質は発生しない。
【００１４】
本発明は、［００１１］記載による、多孔・乱形の人工漁礁内部に形成する。
【００１５】
本発明の水辺環境浄化・人工漁礁は、水中植物胞子の付着効果によって、魚介類の生息場
・餌場・産卵場・外敵からの隠れ場・養生場等を提供する。
【００１６】
本発明の低コスト製造技術は、海・川・川・湖等の水辺環境を浄化し、魚介類・動物・植
物等の生息を容易とし、水流抵抗を重量対応発揮によって、水害対策に貢献する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
本発明を実施するには、産業廃棄物コンクリ－ト製品に木質産業廃棄物・混合物等の組み
合わせが、水辺環境浄化・人工漁礁製造を可能とする。リサイクルの利用に関して、コン
クリ－ト製品製造産業、木質産業廃棄物産業の用途拡大がはかられ、費用対効果が期待さ
れることから地域の産業開発となる。
【００１８】
上記［００１１］記載の水辺環境浄化・漁礁製造は、無害化混合成形の形態製作を特徴と
する。
【００１９】
本発明製品は、上記記載の様に汎用性を特徴とした組み合わせは合理的な成形を特徴とす
る。
【００２０】
これまで産業廃棄物として埋め立て処分していたコンクリ－ト製品の産業廃棄物・木質産
業廃棄物・混合物を水辺環境浄化・人工漁礁製造の有効部材をゼロエミッション、リサイ
クル活用で再利用することができる。
【産業上の利用可能性】
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【００２１】
コンクリ－ト製品の廃棄物および木質廃棄物等の混合物のいずれかの種類の組み合わせに
おいても、適切な混合によって、水辺環境浄化・人工漁礁は有効に利用できる。
【００２２】
木質を水中、海中で分解されることによって機能が低下する。
フナクイムシの食害発生によって木質廃棄物は、１年から５年で木質の耐久が弱まる。
木質・混合物の消失発生により廃棄物コンクリ－ト製品人工漁礁内に空洞が生じ、魚介類
の生息空間の創出が発揮される。
よって人工漁礁の開発は貢献をする。
【００２３】
本発明によって、ゼロエミッションの有効活用によって、水辺環境浄化・人工漁礁を得た
。
しかも、水辺環境に負荷を与えないことを特徴とする。
【００２４】
水辺環境の負荷を考慮した水辺環境浄化・人工漁礁の有効利用、木質廃棄物を組み入れた
用途多様の加工方法、及び、そのゼロエミッションの有効活用の加工廃棄物活用を特徴と
する。
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